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Ⅰ 施 設 の 概 要 

 

１ 施設種別   児童自立支援施設 

 

２ 設置主体   北海道 

 

３ 設置目的 

  児童自立支援施設は児童福祉法第４４条に規定する施設として、「不良行為をなし、又は 

なすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入

所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その

自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的」として設

置されている。 

   児童自立支援施設は、都道府県に設置義務が課せられている。 

 

 

４ 沿革   

年  月 事           柄 

昭和２５年 ３月 

昭和２６年 ４月 

            ６月 

 

            ９月 

     １０月 

 

昭和３０年 ９月 

昭和４１年 ９月 

昭和４１年 ７月 

昭和４４年 ９月 

昭和４６年 ９月 

昭和５４年 ６月 

昭和５６年 ９月 

昭和５８年 ２月 

昭和６０年 ５月 

昭和６１年 ９月 

昭和６２年 ３月 

 

平成 元 年 ６月 

 

 

平成 元 年 ７月 

平成１０年 ２月 

平成１０年 ４月 

 

平成１４年 ３月 

道立女子教護院設置が決まる 

北海道立向陽学院設置規則（北海道規則第８５号）公布（２５日） 

札幌市南区南の沢 1844番地に施設整備（敷地面積 160,525.94 ㎡）、第１期工事

において３寮舎（211.91㎡×3）、炊事棟（99.09 ㎡）完工 

開院式挙行（２９日） 

３寮夫婦小舎制（すずらん寮・しらかば寮・はまなす寮） 

児童定員４５名で児童入院開始 

開院５周年誌発行 

創立１５周年記念式典挙行 

三つの誓い制定 

院章制定 

創立２０周年記念式典挙行 

学院小鳥の村愛鳥活動により「北海道社会貢献賞」受賞 

開院３０周年誌発行 

北海道知事より「愛鳥モデル校」指定 

愛鳥活動により「環境庁自然保護局長賞」受賞 

開院３５周年誌発行 

札幌郡広島町字西の里 1015 番地に移転改築（現：北広島市字西の里 1015番地）

に土地購入・実施計画完了 

学院移転 

４寮夫婦小舎制（すずらん寮・しらかば寮・はまなす寮・あじさい寮） 

児童定員４８名となる 

開院式挙行 

愛鳥活動に対し、北広島市教育委員会より「善行をたたえて」受賞 

児童福祉法改正に伴い施設種別が「教護院」から「児童自立支援施設」 

に変更 

創立５０周年誌発行 
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平成２１年 ４月 

 

平成２３年 ４月 

      ９月 

平成２４年 ３月 

令和 ２年 ３月 

学院内に併設校として北広島市立西の里中学校陽香分校及び北広島市立西の里

小学校陽香分教室が設置される 

併設校の北広島市立西の里小学校陽香分教室が同校陽香分校となる 

創立６０周年記念式典挙行 

創立６０周年誌発行 

庁舎大規模改修暖房衛生設備工事、電気設備工事竣工 

 

５ 入所定員   ４８名（女子のみ） 

 

６ 敷地・施設・設備の状況      

 (１) 敷地面積      １０１，９７０．００ ㎡ 

       陸上グランド    １面  (１周２５０ｍ) 

    テニスコート  １面 

       農地             １，３５０ ㎡ 

       果樹園               ３６０ ㎡ 

 (２) 規模及び構造 

       本   館    １，３７７．００ ㎡  鉄筋コンクリート 

       屋内体育館          ６２１．０１ ㎡           〃 

       すずらん寮          ２９９．８６ ㎡           〃 

       はまなす寮          ２９９．８６ ㎡           〃 

       しらかば寮          ２９９．８６ ㎡           〃 

       あじさい寮          ２９９．８６ ㎡           〃 

 

７ 職員構成・組織図（令和５年６月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     常勤職員 ２２名   非常勤職員 ９名   合計 ３１名    

　

　

保健指導員［非常勤］ 1

嘱託医師［非常勤］ 4

生活指導係長（兼寮長）

専門主任（寮母） 1

主査（心理療法）

専門主任

児童自立支援専門員

福祉専門員

福祉専門員［再任用］

学科指導員［非常勤］

3

6

1

4

2

自立支援課長

庶務課長（兼） 　　　庶務係長

主任［再任用］

院長
（兼庶務課長）

指導専門員（栄養）

専門主任(兼運転技術員)

　　自立指導係長

　

　

保健指導員［非常勤］ 1

嘱託医師［非常勤］ 4

生活指導係長（兼寮長）

専門主任（寮母） 1

主査（心理療法）

専門主任

児童自立支援専門員

福祉専門員

福祉専門員［再任用］

学科指導員［非常勤］

3

6

1

4

2

自立支援課長

庶務課長（兼） 　　　庶務係長

主任［再任用］

院長
（兼庶務課長）

指導専門員（栄養）

専門主任(兼運転技術員)

　　自立指導係長
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Ⅱ 支 援 の 概 要 

 

＜基本理念＞ 

○児童は、その権利を擁護され、健康で文化的な生活、成長、適切な教育を保障される。 

○職員は、共生共育する大人として存在する。ケアワークの専門性を高め、自立支援の実践と

研究を推進する。 

○施設は、地域社会の一員として存在し、地域社会へ貢献する。また、関係機関との連携や相

互理解に努める。 

 

＜基本方針＞ 

（１）子どもを権利行使の主体として、その人格を尊重し、合意と人とのかかわりを基本とし

た支援を実施する 

（２）安全、安心な生活環境を提供し、回復を目指した支援、ライフサイクルを見通した継続

的な支援を実施する 

（３）学校教育との連携と協働 

（４）家庭、関係機関との連携 

（５）地域社会との連携と貢献 

 

１ 支援指針（概要） 

（１）生活支援 

集団生活を基本として、異年齢の児童が互いに尊重しあう生活を送ることで、他者交流のル

ールとマナーを学べるようにする。また、生活の中で年齢や発達に見合った役割を担わせるこ

とで、基本的生活習慣や社会性を身につけることを目指す。 

（２）学習支援 

基礎学力の修得のため、分校と連携し、落ち着いて学習に取り組める環境を作り、積極的に

授業・学習に取り組めるよう働きかける。また、学習習慣を身につけるため、自主的に学習を進

めることのできる時間、教材等の準備を進める。 

中学校課程を修了した児童に対しては、独自のカリキュラムを編成し、生活学習や教養を基

礎とし、希望により進学と就職の目的に合わせた授業を行う。 

（３）作業支援 

環境整備活動を通して、自らの生活する環境の安全と安心について学べるようにする。また、

農作業をとおして、作物を育てる喜びや苦労を実感し、収穫の達成感を経験するとともに、食

の安全についても考えられるようにする。 
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２ 入所児童の状況（令和４年度実績） 

  ＜概況＞ 

近年の入所児童の傾向として、非行および非行をなすおそれのある児童よりも、社会的養

護における不適応や家庭内で虐待を受けてきた児童、発達障害を有する児童が増加している。

そのため、児童が当院の集団生活に困難を抱える場合があり、個別的支援や心理的支援を必

要とする児童が増加している。 

令和４年度は、年度当初に９名が在籍。年度内の入所者は８名、退所者は８名だった。入所者

数が最も多くなった３月には１４名となった。 

 被虐待児、発達障害を有する児童は年度によって差異はあるものの、一定数を占めており、

生活支援、学習支援等で個別対応を必要とするケースもあり、進路について検討が必要である。 

 

表１：令和４年度に在籍した児童 

区 分 
小学生 中学生 中卒生 

計 
小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 卒１ 卒２ 卒３ 高１ 高２ 高３ 

在籍児童数 ０ ０ １ ５ ３ ３ ２ ２ １ ０ ０ ０ ０ １７ 

 小学生６名、中学生８名、中卒生３名であった。 

 

表２：令和４年度中の入退所の状況                                 

区 分 
小学生 中学生 中卒生 

計 
小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 卒１ 卒２ 卒３ 高１ 高２ 高３ 

入所児童数 ０ ０ ０ ２ ２ ２ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ８ 

退所児童数 ０ ０ １ １ ０ １ ２ ２ １ ０ ０ ０ ０ ８ 

 入所は中学生が全体の約５割を占めている。 

 

表３：令和４年度中で最も在籍者数の多いときの状況 

区 分 
小学生 中学生 中卒生 

計 
小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 卒１ 卒２ 卒３ 高１ 高２ 高３ 

在籍児童数 

(３月) 
０ ０ １ ４ ３ ３ ０ ２ １ ０ ０ ０ ０ １４ 

令和４年度に最も在籍数が多くなったのは、３月の１４名であった。入所年齢は１１歳から

１７歳までと幅広い。 

  

表４－１：過去５年間の入所児童の推移 

年 

度 

入所 

児童数 

退所 

児童数 

退 所 先 初日在籍 

平均人数 

入 所 時 

平均年齢 

退 所 時 

平均年齢  家庭  施設 その他 

30 １２ １０ ２ ４ ４ １１．２ １３．０ １４．３ 

R1 １２ １７ ９ ８ ０ １５．７ １３. ６ １４．４ 

R2  ９ １１ ５ ５ １ １１．６ １２．６ １４．０ 

R3  ６  ４ １ ３ ０  ７．４ １２．０ １５．０ 

R4  ８  ８ １ ７ ０ １０．３ １３．１ １４．３ 

 入所児童数は減少傾向にあり、令和３年度は平成２９年度の約半数となった。過去５年間の

入所時平均年齢は１２．８歳、退所時平均年齢は１４．４歳である。 
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表４－２：過去５年間の進路及び退所先の状況 

年度
 

進路 退所先 

普通高校進学 高等養護学校進学 その他 家庭 施設 

30 ２ ０ ０ １ １ 

R1 ８ １ １ ５ ５ 

R2 １ ３ １ ２ ３ 

R3 １ １ ０ ０ ２ 

R4 ０ ２ ０ ０ ２ 

 中学３年生と卒生が合算されているが、進学を希望する児童は全員が進学している。施設

変更を前提に進学している児童がいることから、進路指導の際には児童相談所との連携が重

要になっている。なお、当院では中学３年生の２学期以降に入所した児童については、卒生

となって過年度進学等を目指すことが多い。 

 

表４－３：被虐待児受け入れの状況（各年度中の入所児童） 

年度
 
被虐待経験の

ある児童数 

（実人数） 

虐待加算 

対象児童数 

虐待の種類 

（延べ件数） 

身体的虐待 心理的虐待 性的虐待 ネグレクト 

30 ７ ５ ４ ６ ０ ３ 

R1 ９ ７ １ ３ ０ ５ 

R2 ９ ８ ６ ３ ２ ２ 

R3 ４ ２ １ １ １ １ 

R4 ７ ７ ３ ３ １ ３ 

 年度により差異はあるが、虐待経験のある児童はかなりの割合を占めている。入所後に児

童から被虐待経験が開示される場合がある。 

 

表４－４：障害を有する児童の受け入れ状況 

年度
 

発達障害圏 知的障害
 

延べ人数
 

30 １４       ０ １４ 

R1       ８ ０  ８ 

R2       ９ ０  ９ 

R3       ４ ０      ３ 

R4       ６ ０      ６ 

※発達障害圏：ＤＳＭ－Ⅴによる、自閉スペクトラム症、注意欠陥・多動症の診断がある児童。 

 入所時に医学診断を受けている児童のほか、当院の児童精神科嘱託医により発達障害が疑

われ、受診および診断に至る児童もいる。精神科に通院し投薬治療中の児童は年々増加傾向

にある。 

 また、表４－３にあるように虐待の影響により、情緒面の安定のために個別支援を必要と

する児童も増加傾向にある。 
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３ 令和５年度の重点目標 

（１）子どもの権利擁護をはかるために 

入所児童が、安全かつ安心して生活できる環境を確保するため、「児童自立支援施設運営指

針」を基本に支援を行う。 

また、虐待や性被害の体験をした児童、発達障害を有する児童など個別の配慮を必要とする

児童が増加していることから、知識や技術を向上させるための職員研修を行い、より専門的な

支援につなげる。 

生活の中で個別対応する際には同性職員を中心とした複数対応とする。 

児童に対して、入所時に自らの課題について職員と共有し、取り組みや支援の状況を可視化

することを心がける。 

「児童の権利擁護」、「被措置児童虐待」の防止や「苦情解決のしくみ」について、入所時及

び随時児童に説明し、職員も共通に理解を深める。 

（２）感染症拡大防止に向けた取り組み 

 手洗いやうがいの励行など、日頃から感染症予防対策を徹底する。 

なお、新型コロナワクチン等の予防接種については、児童及び保護者からの同意を得て、順

次進めている。 

（３）児童支援の充実 

平成２４年度から児童福祉施設の整備及び運営に関する基準の改正により心理療法担当職員

１名を配置し、精神科嘱託医を１名増員し２名で対応している。 

児童の支援について、定期的な心理療法担当職員との面接や精神科受診の他に、児童と職員

及び分校教職員が参加してのカンファレンス（応援ミーティング）を３ヶ月に１回行うことで、

現在の支援の達成状況を共有する。 

（４）中卒生に対する支援の充実 

学院では中学校課程を卒業後、学院に在籍する児童、もしくは中学校卒業後に入所した児童

を中卒生として支援している。 

次年度の高校進学を目指す児童については、主要５教科を中心とした授業を行い、入学選考

試験に備えている。また、特別支援学校への進学を目指す児童については、体力作りや一般常

識を身につける他に、入学試験に必要とされる学力・技能修得の授業を行う。 

近年、就職を目指す児童は希であるが、在籍する場合には、珠算電卓実務検定、ビジネス文書

実務検定の授業を行い、資格取得を目指す場合もある。また、児童が労働を体験するために、協

力機関との連携の下に職場実習を実施して、自立の促進を図っている。 

（５）退所後支援の充実 

退所する児童やその保護者に対しては、地域で開催される要保護児童地域対策協議会（児童

福祉法第２６条）へ出席し、スムーズな地域移行を図る。なお、退所後の支援（児童福祉法第４

４条）については「退所児童事後支援実施要綱」に則ってアフターケアを実施する。 

（６）関係機関との連携強化 

児童の状況は、電話連絡や広報、通信等の送付により保護者や児童相談所等の関係機関に伝

達し、「知ってもらう」、「参加してもらう」ように努める。他にも、実習・研修や見学の受け

入れを行う。 

（７）広報活動及び地域との連携強化 

関係機関に対して業務概要、学院通信、作文集等を送付することにより、当学院の活動内容

を広く紹介する。 

また、町内会活動への参加や、地域の方を各種行事に招待するなどして、一層の理解と協力

を得られるよう努める。また、広報等をホームページに掲載する。 
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（８）学校教育との連携 

平成２１年度から学校教育（分校）が導入されている。個々の児童の学力や特性に合わせた

授業を行い、施設職員も必要に応じてチーム・ティーチングに参加し、学習環境の整備・向上に

協力する。 

特別支援学級は小・中に設置されており、児童の状況に合わせた学習を行う。こうした取り

組みにより、児童の基礎学力の向上が進み、高校や特別支援学校への進学（表４－２参照）が進

んでいる。 

また、教育活動の一環として行われる行事には、施設職員も積極的に参加する。さらに、体育

大会や学院祭は施設と学校の共催で行い、それぞれが役割分担・協力して行う。 

（９）職員の資質向上 

職員の資質の向上を図るために、計画的に職員研修を実施する。 

  〈参考：令和４年度の研修実績〉 

ア 学院が企画した研修 

  ・被措置児童虐待防止研修（１１月） 

  ・自立支援課研修（２・３月） 

  ・心理研修（４月、８月） 

イ 他の団体が企画した研修への参加 

・全国児童自立支援施設新任職員研修短期実習コース（６月） 

・性的虐待対応研修会（８月）※リモート 

・全国児童自立支援施設長会議（９月） 

・全国児童自立支援施設職員研修会（９月） 

・全国児童自立支援施設中堅職員研修短期実習コース（１０月） 

・東北・北海道地区児童自立支援施設協議会職員研修会（１１月） 

・北海道児童相談所・児童自立支援施設との相互受入研修（１１～１２月） 

・子どもの権利擁護（意見表明等支援）に係る技術的研修（１・２月） 

（１０）その他 

社会福祉施設として、地域社会からの要請に応え、社会福祉に従事する物を育成する目的か

ら、積極的に実習生を受け入れる。 

ア 保育士実習（令和４年度実績） 

・札幌大谷大学短期大学部 ５名 

・星槎道都大学      １名 

・藤女子大学       １名 

・北翔大学        １名 

イ 社会福祉士実習（令和４年度実績） 

・北星学園大学      ２名 
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